
個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）（抜粋） 

 

第一章 総則 

（目的） 

第１条 この法律は、高度情報通信社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大していることにか

んがみ、個人情報の適正な取扱いに関し、基本理念及び政府による基本方針の作成その他の個

人情報の保護に関する施策の基本となる事項を定め、国及び地方公共団体の責務等を明らか

にするとともに、個人情報を取り扱う事業者の遵守すべき義務等を定めることにより、個人情報の

有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。 

 

（定義） 

第二条 

１、２ （略） 

３ この法律において「個人情報取扱事業者」とは、個人情報データベース等を事業の用に供してい

る者をいう。ただし、次に掲げる者を除く。 

一 国の機関 

二 地方公共団体 

三 独立行政法人等（独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律（平成十五年

法律第五十九号）第二条第一項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。） 

四 地方独立行政法人（地方独立行政法人法（平成十五年法律第百十八号）第二条第一項に

規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。） 

五 その取り扱う個人情報の量及び利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ない

ものとして政令で定める者 

４～６ （略） 

 

第二章 国及び地方公共団体の責務等 

（地方公共団体の責務） 

第５条 地方公共団体は、この法律の趣旨にのっとり、その地方公共団体の区域の特性に応じて、個

人情報の適正な取扱いを確保するために必要な施策を策定し、及びこれを実施する責務を有す

る。 

  



 

第三章 個人情報の保護に関する施策等 

第２節 国の施策 

（地方公共団体等への支援） 

第８条 国は、地方公共団体が策定し、又は実施する個人情報の保護に関する施策及び国民又は

事業者等が個人情報の適正な取扱いの確保に関して行う活動を支援するため、情報の提供、事

業者等が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るための指針の策定その他の必要な措置を

講ずるものとする。 

 

第３節 地方公共団体の施策 

（地方公共団体等が保有する個人情報の保護） 

第１１条 地方公共団体は、その保有する個人情報の性質、当該個人情報を保有する目的等を勘案

し、その保有する個人情報の適正な取扱いが確保されるよう必要な措置を講ずることに努めなけ

ればならない。 

二 地方公共団体は、その設立に係る地方独立行政法人について、その性格及び業務内容に応じ、

その保有する個人情報の適正な取扱いが確保されるよう必要な措置を講ずることに努めなけれ

ばならない。 

 

（区域内の事業者等への支援） 

第１２条 地方公共団体は、個人情報の適正な取扱いを確保するため、その区域内の事業者及び住

民に対する支援に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

 

（苦情の処理のあっせん等） 

第１３条 地方公共団体は、個人情報の取扱いに関し事業者と本人との間に生じた苦情が適切かつ

迅速に処理されるようにするため、苦情の処理のあっせんその他必要な措置を講ずるよう努めな

ければならない。 

 

第４節 国及び地方公共団体の協力 

第１４条 国及び地方公共団体は、個人情報の保護に関する施策を講ずるにつき、相協力するものと

する。 


